
 

○
総
務
省
告
示
第
四
百
九
号 

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
第
二
十
条
及
び
別
表
第
七
号
第
三
の
三
⑵
の
規

定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号
（
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
二
十
条
及
び
別
表
第

七
号
第
三
の
三
⑵
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検
の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試
験

の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

令
和
六
年
十
二
月
十
七
日 

総
務
大
臣 

村
上
誠
一
郎 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
下
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



 

改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 

［
１
・
２
 
略
］
 

［
１

・
２
 

同
左
］
 

３
 

無
線
設
備
等
 

［
一
・
一
の
二
 
略
］
 

二
 
電
気
的
特
性
 

３
 
無

線
設

備
等
 

［
一

・
一
の

二
 
同

左
］
 

二
 
電

気
的

特
性
 

点
 
検
 
の
 
項
 
目
 

具
体

的
な
点

検
の
実

施
方
法

等
 

［
略
］
 

［
略

］
 

1
2 

個
体
識
別
コ
ー
ド
又
は
識
別
信
号
 

送
信

信
号

を
解

読
し

、
申

請
書

類
の

写
し

と
確

認

す
る

。
 

 

［
略
］
 

［
略

］
 

 

点
 
検

 
の
 

項
 
目
 

具
体
的
な
点
検
の
実
施
方
法
等
 

［
同

左
］
 

［
同
左
］
 

1
2 

固
体
識

別
コ
ー

ド
又
は
識
別
信
号
 

設
備

規
則

に
規

定
す

る
条

件
に

従
っ
て

送
信

信
号

の
う
ち
、
27

ビ
ッ
ト
か
ら

85
ビ
ッ
ト
目
ま
で
の

59

ビ
ッ

ト
を

解
読

し
、

申
請

書
類

の
写

し
と

確
認

す

る
。
 

［
同

左
］
 

［
同
左
］
 

 

 
［
注
１
～
注
５
 

略
］
 

 
［

注
１
～

注
５
 

同
左
］
 

［
三
 

略
］
 

［
三

 
同
左

］
 

附 

則 

附 

則 

［
１
～
３ 

略
］ 

［
１
～
３ 

同
上
］ 

４ 

こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら
当
分
の
間
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
三
項
第
二
号
の
表
３
の
項
中
ア

に
お
け
る
周
波
数
範
囲
は
、
設
備
規
則
別
表
第
三
号
に
お
い
て
不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
を
規
定
す
る
周
波

数
範
囲
の
う
ち
上
限
と
下
限
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
に
規
定
す
る
周
波
数
範
囲
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

［
同
上
］ 

［
表
略
］
 

［
表

同
左
］
 

［
注
１
・
注

２
 
略
］
 

注
３
 

設
備
規

則
第

45
条
の

13
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
周
波

数
範
囲

の
上
限
は

、
こ

の
表

に
規
定

す
る
値

に
か
か
わ
ら

ず
、
110GH

z
と
す
る
。
 

［
注

１
・
注

２
 
同

左
］
 

［
新

設
］
 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。 

 


